
 

議

案

第

百

六

号 

 
 

 

港

区

一

時

保

護

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

 
 

 
 

 
 

 
例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

七

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

一

時

保

護

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

 
 

 
 

 
 

 

例 

 

港

区

一

時

保

護

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

令

和

六

年

港

区

条

例

第

三

十

二

号

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

五

条

中

「

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

第

三

十

三

条

の

十

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

十

三

条

中

第

十

号

を

第

十

一

号

と

し

、

第

四

号

か

ら

第

九

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

四 

児

童

福

祉

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

三

年

厚

生

省

令

第

十

一

号

）

第

五

条

の

二

の

八

に

規

定

す

る

こ

ど

も

家

庭

ソ

ー

シ

ャ

ル

ワ

ー

カ

ー

の

資

格

を

有

す

る

者 

） 



 

 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

五

条

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

児

童

福

祉

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

及

び

一

時

保

護

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

の

一

部

を

改

正

す

る

内

閣

府

令

（

令

和

七

年

内

閣

府

令

第

九

十

二

号

）

等

の

施

行

に

よ

る

一

時

保

護

施

設

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

（

令

和

六

年

内

閣

府

令

第

二

十

七

号

）

の

一

部

改

正

を

踏

ま

え

、

一

時

保

護

施

設

の

職

員

の

資

格

要

件

等

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


